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戦
後
復
興
か
ら
現
代
へ

３
、
常
円
寺
の
墓
地
移
転
問
題

前
回
は
常
円
寺
の
庫
裡
の
再
建
に
至
る
ま
で
の
過
程

を
追
っ
た
。
そ
こ
で
は
主
に
日
野
か
ら
の
民
家
を
解
体
、

運
搬
し
、
そ
し
て
再
築
す
る
と
い
う
、
作
業
で
の
技
術

的
な
問
題
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
た
が
、
そ
れ
と
と

も
に
、
戦
災
復
興
の
区
画
整
理
に
伴
う
境
内
地
の
四
分

と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
七
月
十
七
日
、
定
期

総
代
会
に
お
い
て
「
當
山
墓
地
移
転
二
関
シ
概
略
ノ
報

告
」
の
墓
地
移
転
の
問
題
が
議
事
と
し
て
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
触
れ
た
が
、
以
降
、
墓
地
移

転
問
題
も
、
常
円
寺
の
復
興
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

区
部
面
積
の
二
十
八
％
が
被
災
し
、
全
戸
数
百
四
十

四
万
戸
の
半
分
が
焼
失
し
た
東
京
都
の
復
興
へ
の
動
き

は
、
終
戦
の
年
の
十
二
月
三
十
日
に
「
戦
災
地
復
興
計

画
に
関
す
る
基
本
方
針
」
が
閣
議
決
定
し
、
翌
昭
和
二

十
一
年
（
一
九
四
六
）
の
十
月
に
は
「
特
別
都
市
計
画

法
」
が
公
布
さ
れ
、
こ
う
し
た
基
本
方
針
に
沿
っ
て
戦

災
地
域
の
土
地
区
画
整
理
が
す
す
め
ら
れ
て
い
く
。

こ
の
区
画
整
理
事
業
と
寺
院
と
の
関
わ
り
を
み
る

と
、
昭
和
二
十
二
年
に
「
復
興
土
地
区
画
整
理
に
伴
う

墓
地
整
備
方
針
」
が
戦
災
復
興
院
次
長
か
ら
発
せ
ら
れ
、

こ
れ
を
う
け
て
学
識
経
験
者
や
各
宗
派
の
代
表
に
よ
っ

て
「
東
京
都
寺
院
整
理
委
員
会
」
が
組
織
さ
れ
る
。
こ

の
委
員
会
で
は
当
初
、
各
寺
院
に
存
す
る
墓
地
を
、
東

京
都
周
辺
や
都
内
の
緑
地
地
域
に
集
め
る
な
ど
、
区
画

整
理
の
対
象
地
域
の
寺
院
墓
地
を
全
て
整
理
統
合
す
る

方
針
が
た
て
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
整
理
方
針
は
、
昭
和
二
十
四
年

（
一
九
四
九
）、
戦
災
復
興
計
画
の
見
直
し
に
よ
っ
て
大

幅
に
修
正
さ
れ
、
土
地
整
理
の
施
行
上
障
害
と
な
る
部

分
の
み
を
移
転
さ
せ
る
計
画
に
変
更
さ
れ
る
。
常
円
寺

で
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
月
八
日
の
定
期
総
代
会
に
お

い
て
、
墓
地
移
転
問
題
に
就
い
て
の
報
告
が
な
さ
れ
、

一
ヶ
月
後
の
十
一
月
六
日
の
臨
時
総
代
会
で
は
「
一
往

反
対
ノ
意
思
表
示
ヲ
ナ
ス
コ
ト
」
が
決
定
し
て
い
る
。

こ
の
意
思
は
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日
、
北

島
総
代
と
共
に
及
川
真
学
上
人
が
、
東
京
都
の
第
三
建

築
事
務
所
へ
の
具
申
と
、
柴
田
一
能
住
職
、
各
総
代
連

署
の
「
要
望
書
」
四
通
の
提
出
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

議
事
録
に
そ
の
文
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

要
望
書

今
般
當
山
墓
地
を
他
地
区
へ
移
転
又
は
納
骨
堂
を
建
立

し
て
全
遺
骨
を
集
納
す
る
こ
と
等
の
案
を
御
内
示
下
さ
い

ま
し
た
の
で
、

次
に
亘
り
檀
徒
総
代
会
を
開
き
種
々
研

究
考
案
致
し
、
次
の
如
き
結
論
に
な
り
ま
し
た
。

一
、
當
山
は
慶
長
年
間
よ
り
當
地
に
位
置
し
、
日
蓮
宗
の
由

緒
寺
院
と
し
て
宗
の
内
外
に
信
篤
き
と
共
に
檀
家
数
二
千
墓

地
使
用
者
壱
千
五
百
戸
を
算
し
、
そ
の
大
部
分
が
先
祖
の
廟

所
発
掘
に
は
信
行
上
多
大
の
危
惧
を
感
じ
て
居
り
ま
す
。

一
、
昭
和
廿
年
五
月
當
山
戦
災
に
失
せ
檀
信
徒
亦
四
方
に

分
散
し
今
日
に
至
る
も
そ
の
居
所
の
分
明
せ
る
も
の
半
数

を
出
で
ず
、
従
っ
て
斯
の
重
大
事
を
半
数
を
以
て
決
定
す

る
は
到
底
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。

一
、
右
の
事
情
よ
り
し
て
総
代
会
は
當
山
の
墓
地
移
転
に

は
賛
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

以
上
の
如
き
結
論
を
得
ま
し
た
故
、
貴
局
に
於
か
れ
ま
し

て
も
事
情
御
賢
察
下
さ
い
ま
す
よ
う
檀
家
総
代
人
連
署
を

以
て
要
望
致
し
ま
す
。

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
七
日
　
（
以
下
略
）

ま
ず
、
冒
頭
の
文
か
ら
、
都
か
ら
土
地
区
画
整
理
事

業
に
抵
触
す
る
墓
地
の
移
転
、
も
し
く
は
境
内
に
新
た

に
納
骨
堂
を
建
立
し
、
墓
地
に
眠
る
遺
骨
を
そ
の
堂
に

納
め
る
よ
う
提
案
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
に
対
し
常
円
寺
で
は
、
先
祖
代
々
の
「
廟
所
」
を

掘
り
起
こ
す
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
り
祀
守

し
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
檀
家
に
と
っ
て
、
信
行
上
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
と
危
惧
の
念
を
伝
え
て

い
る
。
ま
た
、
第
二
項
で
は
、
終
戦
か
ら
四
年
た
っ
た

段
階
で
も
四
散
し
た
檀
家
の
半
数
以
上
と
連
絡
が
取
れ

な
い
状
況
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
重
大

な
決
断
は
容
易
に
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

当
時
、
都
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
対
し
て
は
、
都
内

の
各
地
域
で
常
円
寺
と
同
様
に
、
訴
願
や
行
政
不
服
の

申
し
立
て
、
さ
ら
に
は
違
法
・
不
当
を
訴
え
る
訴
訟
が
あ

り
、
容
易
に
は
進
ま
な
い
地
域
も
多
々
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
翌
年
七
月
、
常
円
寺
か
ら
檀
信
徒
に
あ
て
ら
れ
た

施
餓
鬼
法
要
の
案
内
状
の
前
文
で
墓
地
移
転
問
題
が
進

ん
で
い
な
い
こ
と
と
共
に
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

謹
　
書

（
前
略
）
當
山
と
し
て
は
、
墓
地
移
転
は
反
対
で
、
多
少

地
画
は
変
わ
っ
て
も
現
在
地
換
地
を
希
望
し
、
極
力
折
衝

中
で
具
体
的
決
定
の
折
は
御
通
知
申
し
上
げ
ま
す
。

地
割
決
定
を
俟
っ
て
直
に
再
建
に
着
手
す
べ
く
、
目
下

種
々
準
備
中
で
あ
り
ま
す
。（
以
下
略
）

こ
の
文
言
か
ら
、
常
円
寺
の
方
針
と
し
て
、
地
画
が

か
わ
っ
て
も
、
現
状
の
墓
地
の
中
で
移
転
作
業
を
進
め

て
い
く
希
望
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
け
れ
ど
も
そ
の
区

画
整
理
が
ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
着
手
出
来
な

い
と
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
三
年
後
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）

四
月
二
十
日
に
は
、「
復
興
工
事
経
過
報
告
書
」
が
配

布
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
土
地
区
画
整
理
が
目
下

逐
次
実
施
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
区
画

の
予
想
さ
れ
る
線
に
よ
れ
ば
、
墓
地
内
に
六
　
の
道
路

が
東
西
に
一
本
新
設
さ
れ
、
さ
ら
に
は
南
北
に
道
路
拡

張
に
伴
う
墓
地
の
削
減
が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
相
当
数
の
墓
地
の
移
転
が
必
要
と

な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
換
地
を
全
て
寺

内
で
ま
か
な
う
た
め
、
直
接
路
線
に
触
れ
な
い
墓
碑
も
、

そ
の
「
し
わ
寄
せ
に
よ
っ
て
」
多
少
の
移
動
が
行
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
、
檀
信
徒
の
理
解
と
協
力
が
求

め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）

十
月
八
日
の
役
員
会
に
お
い
て
、
墓
地
移
転
完
了
が
報

告
さ
れ
、
墓
地
移
転
問
題
は
決
着
を
み
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
さ
か
の
ぼ
る
昭
和
二
十
六
年

（
一
九
五
一
）
五
月
二
十
七
日
の
総
代
会
で
は
「
當
地

区
割
整
理
促
進
ノ
件
」
と
し
て
、
地
元
諸
関
係
機
関
と

協
力
し
て
、
常
円
寺
が
区
画
整
理
事
業
を
促
進
す
る
よ

う
陳
情
書
を
出
し
、
む
し
ろ
常
円
寺
が
都
に
働
き
か
け

て
い
く
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
状
の
墓
地
内
で
の
移

転
と
い
う
常
円
寺
の
方
針
を
実
現
す
る
た
め
の
動
き
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
地
元
地
域
の
連
携
の
中
で
進
め

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

常
円
寺
の
復
興
に
と
っ
て
境
内
地
・
墓
地
の
問
題
は

重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
地
元
諸
機
関
と
の
協
力
に
よ
っ

て
促
進
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
常
円
寺

の
復
興
が
、
立
地
す
る
地
元
地
域
の
復
興
と
共
に
か
か

わ
り
あ
い
な
が
ら
実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
（
つ
づ
く
）

常圓寺 季報

常円寺墓地を二分する道路。“緊急車両の通
行のため”ともいわれている。

ま




